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〈格子の回転角度:41度14分27秒〉

格子の回転角度は、支点を通り、東西方向及び南北方向に引いた線
並びにこれらと平行して10ｍ間隔で引いた線により構成される格子
を、支点を中心として、右回りに回転させた角度を示す。

〈支点〉

支点の位置は、X=-37153.577、Y=-5794.515とする。

筆境界線単位区画線

敷地境界 形質変更時要届出区域調査範囲

形質変更時要届出区域（規則第58条第5項第11号に該当する区域）

頂点1

頂点5
頂点6

頂点7頂点8

（この告示により指定し、規則第58条
形質変更時要届出区域

形質変更時要届出区域
（この告示により指定する区域）

第5項第11号に該当する区域）

水面埋立土砂範囲

頂点9

（平成30年東京都告示第832号、平成31年東京都告示第9号及び第661号、
令和元年東京都告示第629号、令和2年東京都告示第738号及び第962号、
令和3年東京都告示第683号、第1713号及び令和4年東京都告示第
1195号並びに令和5年東京都告示第338号により指定した区域）

（令和3年東京都告示第683号、第1713号及び令和4年東京都告示第1195
号並びに令和5年東京都告示第338号により指定した区域）
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頂点11

形質変更時要届出区域（規則第58条第5項第12号に該当する区域）
（平成30年東京都告示第832号、令和元年東京都告示第629号、令和2年
東京都告示第738号及び第962号、令和3年東京都告示第683号、第1713号
及び令和4年東京都告示第1195号並びに令和5年東京都告示第338号により
指定した区域）
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頂点15

※支点及び境界点の座標は、測量法(昭和24年法律第118号)

　の規定により、世界測地系座標計算によって作成した。

〈 座標データ 〉
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